
注意・提案についての対応を依頼しました。その後各所属の対応進捗状況について

確認しました。 

（３）監事は、公認会計士との情報交換会を理事長及び法人担当理事等が同席の上、年

３回(５月、１１月、３月)実施し、公認会計士の監査計画・会計監査の実施状況、

監査結果の報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、財産の状況等につい

て情報交換し、連携を図りました。 

（４）監事は監査室を通して内部監査委員会と情報交換し、連携を図りました。 

（５）監事１名が常務理事会及び経営委員会に月１回出席し学校法人全体の情報を得て

必要に応じて意見を述べました。 

  

２．監査の結果 

   監査の結果、学校法人静岡理工科大学の平成３１年３月３１日現在の財産目録及

び計算書類（資金収支計算書、活動区分資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸

借対照表及び付属明細書、収益事業会計貸借対照表、収益事業会計損益計算書）、

事業報告書は適正に表示されており、学校法人の業務及び財産に関する不正の行為

又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実は認められません｡ 

以 上 


